
六
朝
軍
帥
の
親
軍
に
つ

い
て
の

緒

ち-

"" 

唐
代
に
於
て
、
任
官
者
の
個
人
的
な
役
使
人
を
民
聞
か
ら
義
務
的

に
徴
用
就
役
せ
し
め
る
色
役
制
度
な
る
も
の
が
存
し
た
が
、
そ
の
起

源
は
東
晋
南
北
朝
初
に
護
生
し
た
君
主
権
臣
の
護
衛
兵
に
裂
し
、
そ

れ
が
飽
世
か
ら
卒
和
時
代
へ
と
推
移
す
る
に
従
っ
て
皐
な
る
侍
従
に

襲
っ
た
も
の
で
あ
る
と
は
、
曾
我
部
博
士
の
「
日
唐
の
傑
人
制
」
な

る
御
論
稿
に
於
て
指
摘
せ
ら
れ
た
所
で
あ
る
。
本
稿
に
於
て
筆
者
の

取
上
げ
た
所
も
要
す
る
に
こ
の
離
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
律
令
に
於

け
る
各
役
労
働
の
成
立
過
程
を
捉
え
ら
れ
た
博
士
の
御
論
旨
と
は
異

り
、
専
ら
軍
制
史
的
立
場
か
ら
眺
め
た
筆
者
の
覗
角
も
、
何
程
か
の

蛇
足
は
加
え
う
る
こ
と
と
思
う
。
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後
漢
三
国
南
北
朝
の
軍
制
並
び
に
行
政
制
度
に
欄
し
て
は
、
既
に

一
考
察

菊

英

夫

池

多
く
の
名
論
卓
読
を
見
る
こ
と
が
で
き
、

一
々
全
て
を
拳
げ
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
が
、
洩
息
子
の
筆
者
は
専
ら
そ
れ
ら
の
諸
業
績
に
助

け
ら
れ
て
考
え
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
筆
者
の
興
味
は
、

嘗
て
研
究
し
た
唐
末
五
代
筆
闘
の
親
軍
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
六
朝
箪

- 17ー

閥
勢
力
の
分
析
を
行
い
牌
来
の
研
究
に
備
え
よ
う
と
す
る
に
あ
っ
た
。

勢
い
考
察
の
劃
象
も
限
ら
れ
範
囲
も
偏
ら
玄
る
を
得
な
か

っ
た
し
、

史
料
の
検
索
も
こ
れ
を
専
一
に
心
掛
け
た
も
の
で
は
な
い
の
で
多
く

の
補
正
す
べ
き
黙
を
含
ん
で
い
る
が
、
曲
り
な
り
に
も
各
時
代
の
制

度
の
建
て
前
と
、

そ
の
制
度
に
よ

っ
て
王
朝
が
組
織
し
よ
う
と
し
た

社
曾
勢
力
と
の
閥
係
を
探
っ
て
見
ょ
う
と
し
た
。
未
熟
の
た
め
能
く

そ
の
意
聞
を
果
し
得
て
い
な
い
が
御
批
判
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

制
度
に
現
れ
た
親
軍
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帝
室
の
統
制
力
衰
え
、
自
立
軍
帥
・
濁
立
軍
閥
の
角
逐
に
流
賊
の

横
行

・
土
豪
の
蜂
起
と
職
飢
絶
え
間
な
か
っ
た
後
漢
末
以
後
、
圏
内

治
安

・
外
敵
防
禦
と
共
に

一
方
で
は
彼
等
自
立
の
軍
帥
軍
閥
に
頼
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
朝
廷
の
軍
制
そ
の
も
の
が
そ
れ
ら
箪
帥
の
私

有
兵
力
を
官
職
補
援
を
通
じ
て
組
織
化
し
た
場
合
が
多
く
、
従
っ

て

彼
等
の
地
位
と
質
力
、
中
央
政
権
と
の
閥
係
如
何
に
よ
っ
て
、
私
兵
は

官
兵
と
も
な
り
官
兵
は
私
兵
化
さ
れ
、
演
口
博
士
の
一
言
葉
を
借
り
れ

ば
、
誰
か
能
く
兵
の
官
私
を
排
ぜ
ん
や
と
云
う
朕
況
で
あ
っ
た
こ
と

は
改
め
て
説
明
す
る
迄
も
な
い
。
朝
廷
自
身
も
立
場
を
舞
え
て
見
れ

ば
一
軍
閥
で
あ
り
、
中
央
直
轄
軍
、
就
中
禁
衛
軍
も
そ
の
意
味
で
は

天
子
個
人
乃
至
は
質
権
を
掌
握
せ
る
権
臣
の
私
兵
と
呼
ん
だ
方
が
相

躍
し
い
場
合
が
少
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
子
細
に
見
れ
ば
、
そ
の
中

に
も
云
わ
ば
私
兵
中
の
私
兵
と
も
云
う
べ
き
者
が
あ
り
、

一
軍
帥
の

曙
下
全
軍
に
私
兵
的
性
格
を
付
興
す
る
契
機
を
興
え
る
者
、
寧
帥
の

麿
下
掌
握
の
核
に
な
る
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
而
し

て
彼
等
は
、

嘗
然
の
こ
と
乍
ら
主
帥
と
の
聞
に
特
に
個
人
的
臣
従
親

信
閥
係
に
結
ば
れ
た
特
殊
部
隊
で
あ
っ
た
。
彼
等
こ
そ
が
今
こ
こ
に

所
調
親
軍
で
あ
る
。

但
し
こ
の
意
味
に
於
け
る
親
寧
も
、
追
っ
て
掲
げ
る
諸
例
に
見
ら

れ
る
通
り
、
蛍
時
の
政
情
に
麿
じ
て
規
模

・
構
成
に
差
こ
そ
あ
れ
各

軍
帥
の
地
位
の
上
下
に
拘
ら
ず
中
央

・
地
方
を
問
わ
ず
歴
朝
盛
ん
に

蓄
養
組
織
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
規
模

・
組
織

・
名
稀
や
軍

帥
と
の
結
合
紐
帯
に
つ
い
て
も
、
更
に
そ
の
政
治
史
的
意
義
に
至
つ

て
は
全
く
千
差
高
別
で
、
こ
れ
を
費
し
く
親
軍
の
名
に
於
て

一
括
す

る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
分
析
の
方
向
は
幾
っ
か
存
す
る
で
あ
ろ

う
が
嘗
面
手
掛
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
一
群
の
特

殊
な
親
軍
、
が
存
在
し
て
い
る
の
を
見
逃
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
即

ち
曾
我
部

・
演
口
一
隅
博
士
を
始
め
宮
川
博
土
も
嘗
て
燭
れ
ら
れ
た
所

で
あ
る
的
、
宋
書
一
一
朱
齢
石
停
及
び
遁
鑑
ト
一
義
一
照
十
三
年
四
月
僚

に
、
高
租
(
劉
裕
)
乃
遣
白
直
除
主
丁
昨
率
七
百
人

云
々
。
と
あ
る
の
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に
注
し
て
胡
三
省
は

劉
裕
選
白
丁
之
批
勇
者
、

入
直
左
右
、
使
昨
領
之
。

と
解
し
て
い
る
が
、
以
後
多
く
の
白
直
給
付
例
を
見
、
通
鑑
ト
一一一斉

紀

・
建
武
元
年
九
月
僚
の
胡
注
に
、
蛍
時
の
史
料
に
散
見
す
る
防
閤

の
語
を
解
し
て
、

諸
王
置
防
閤
、

以
勇
略
之
土
魚
之
、
以
防
衛
費
閤
。

と
述
べ
、
文
南
喜
一
国
広
周
山
闘
停
に
、

mm 

山
圃
於
新
林
立
壁
舎
、
一
町、
上
調
之
目
、
卿
罷
薦
人
都
督
、
仲
、
自



今
往
壁
、
可
以
伎
身
自
随
、
以
備
不
虞
。

と
あ
る
依
身
に
つ
い
て
、
通
鑑
~
〉
四
費
紀

・
建
武
二
年
六
月
壬
成
僚

の
胡
注
は
、
費
書
粛
諾
俸
を
引
い
て

伎
身
、
執
伎
之
衛
士
、
天
子
禁
衛
有
驚
内
伎
身
。

と
云
い
、
そ
の
南
一
費
書
羽
草
剤
諾
俸
で
は
、

元
徽
末
、
世
租
在
部
州
、
貯
留
篤
腹
心
、
桝
、
世
租
在
東
宮
、

謹
領
宿
衛
、
一
附
、
世
租
即
位
、
一
附
、
領
御
伎
主
、
一
附
、
世
租
志
川
内

兵
依
悉
付
之。

と
見
え
、
更
に
事
例
は
省
く
が
嘗
時
南
北
に
亘
っ
て
帳
内

・
帳
下

・

親
信
等
の
語
を
多
数
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
後
世
の
人
で
あ
る
胡

ニ
省
の
解
懇
の
嘗
否
は
更
め
て
検
討
を
要
す
る
と
し
て
も
、
右
に
現

れ
た
白
直
・
防
閤
・
依
身
・
帳
内
・
親
信
等
が
天
子
王
侯
大
官
の
身

過
護
衛
の
親
兵
と
し
て
、
個
有
の
名
稽
と
制
度
的
根
操
を
輿
え
ら
れ

た
者
で
あ
っ
た
酷
だ
け
は
疑
を
容
れ
な
い
。
文
、
親
善
て
刑
罰
志

に
孝
明
帝
の
初
期
と
思
わ
れ
る
任
城
王
澄
の
奏
言
を
載
せ
て
、

蓄
制
、
直
閤
・
直
後

・
直
驚

・
武
官
除
主
・
除
副
等
、
以
比
現
官
、

併
、
直
閤
等
、
禁
直
上
下
、
有
宿
衛
之
動
。

と
あ
り
、
直
閤
・
直
後
・
直
驚
等
の
宿
衛
官
(
比
現
官
)
が
あ
っ
て
、
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恐
ら
く
甲
兵
を
領
し
て
禁
中
直
衛
に
任
じ
た
事
を
俸
え
て
い
る
。
而

し
て
先
掲
の
白
直
以
下
は
何
れ
も
そ
の
内
容
を
舞
え
、
色
役
の
種
類

と
し
て
唐
制
中
に
そ
の
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、

直
閤
等
は
遁
奥
伝
官
ロ
聞
の
項
に
徴
す
る
に
、
北
楓
阿
南
梁
に
於
て
正
規

の
官
品
表
に
登
場
し
て
い
る
が
陪
書
は
百
官
志
に
見
え
る
揚
帝
の
改

制
に
際
し
、
十
二
衛
大
将
軍
僚
下
に
、

其
直
閤
将
軍

・
直
察

・
奉
車
都
尉

・
尉
馬
都
尉

・
直
粛

・
別
持
・

統
軍
・
軍
主
・
憧
主
之
層
、
並
底
。

と
見
え
て
、
南
北
朝
に
普
及
定
制
化
し
て
い
た
統
軍
軍
主
等
の
寧
職

名
と
共
に
底
止
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
六
朝
の
一
般
諸

軍
帥
が
勝
手
に
蓄
養
組
織
し
て
い
た
親
寧
と
は
異
り
、
何
等
か
の
制

度
的
根
擦
な
り
規
制
な
り
を
園
家
法
制
の
内
に
輿
え
ら
れ
、
そ
れ
を

保
有
す
る
者
に

一
定
の
資
格
が
要
求
さ
れ
た
者
で
あ
る
。
従
っ
て
歴

-19 -

朝
の
制
度
機
構
の
獲
遷
、
規
定
の
察
化
を
辿
っ
て
そ
の
始
末
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
嘗
時
の
天
子
大
官
が
往
々
に
し

て
軍
閥
軍
帥
と
し
て
拾
頭
し
た
こ
と
を
見
る
と
き
、
こ
れ
ら
園
制
上

に
痕
跡
を
止
め
た
親
軍
的
性
格
の
軍
職
と
一
般
軍
帥
の
蓄
養
せ
る
親

軍
と
は
内
寅
に
於
て
無
縁
の
存
在
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
臨
に

着
目
す
る
な
ら
ば
、
右
の
諸
親
兵
の
繁
華
を
考
察
し
こ
れ
と

一
般
軍

帥
の
親
箪
と
の
開
係
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
六
朝
軍
帥
の
親
軍
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一
般
に
つ
い
て
何
等
か
の
知
見
を
得
る
こ
と
は
恐
ら
く
可
能
な
こ
と

で
あ
ろ
う
。
失
に
前
記
親
軍
親
終
に
つ
い
て
一
・
二
代
表
的
な
も
の

を
取
上
げ
て
検
討
し
て
み
る
。

I 

直
閤
・
防
閤

や
田
時
の
防
聞
に
関
し
て
梢
々
そ
の
内
容
に
燭
れ
た
見
解
を
示
し
た

の
は
胡
三
省
で
あ
る
。
通
鑑
一一一三

栄
紀
・

蒼
梧
王
上
、
元
徽
三
年
末

僚
に
注
し
て
、
江
左
之
制
、
禁
衛
有
直
閤
将
軍
、
王
固
有
防
闘
将
軍
、

と
云
ぃ
、
同
七
二
務
紀
・
建
武
元
年
九
月
僚
に
先
掲
の
注
が
あ
り
、

同
ト
四
梁
紀
・
天
監
七
年
五
月
葵
卯
僚
で
は
、
梁
制
、
上
宮
東
宮
置

直
閥
、
王
公
置
防
閤
、
と
の
べ
て
い
る
。
即
ち

ー
、
東
正
日
南
朝
に
於
て
は
天
子
の
禁
衛
及
び
東
宮
に
直
閤
将
軍
乃

至
直
閣
を
置
き
、

2
、
封
王
の
王
閣
に
は
こ
れ
に
相
嘗
す
る
も
の
と
し
て
防
閤
将
軍

乃
至
防
閣
を
置
い
た
。

3
、
そ
れ
に
は
勇
略
の
士
を
嘗
て
て
天
子
諸
王
東
宮
の
驚
閣
を
防

衛
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

と
云
う
の
で
あ
る
。
防
閤
・
直
閣
の
名
が
史
乗
に
現
れ
る
の
は
南
朝

で
は
宋
、
北
朝
で
は
北
貌
の
と
き
の
よ
う
で
あ
る
。
先
に
そ
の
一
例

を
示
し
た
が
今
主
と
し
て
南
朝
に
つ
い
て
見
る
と、

宋
書
立
文
九
王

-
建
卒
王
宏
俸
付
子
景
素
の
僚
に
、

元
徽
三
年
、
景
素
防
閤
将
軍
王
季
符
、
失
景
素
旨
、
怨
恨
、
因
単

騎
奔
京
邑
、
告
運
長
佃
夫
云
、
景
素
欲
反
云
々

と
あ
り
、
同
4
宗
室
・
長
沙
景
王
一

族
の
乗
の
僚
に
、

(
元
徽
)
二
年
、
一
叶
、
従
弟
中
領
軍
組
、
直
在
省
内
、
輿
直
閤
将
軍

ト
伯
輿
謀
、
其
夜
共
攻
費
王
。

と
あ
り
、
同
一
山
院
佃
夫
俸
に
、

元
嘉
中
、
出
身
魚
蓋
小
史
。
太
宗
初
、
出
聞
、
選
信
用
主
衣
。
世
租

召
還
左
右
補
内
監
。
併
、
景
和
末
、
太
宗
被
拘
於
一
般
内
、
川
町
佃

夫
輿
王
道
隆
李
道
見
及
帝
左
右
浪
邪
淳
子
文
租
、
謀
共
贋
立
。
時

直
閤
将
軍
柳
光
世
、
亦
輿
帝
左
右
蘭
陵
謬
方
盛
丹
陽
周
登
之
、
有

密
謀
。
榊
、
(
景
和
元
年
十
一
月
)
佃
夫
以
告
外
監
典
事
東
陽
朱
幼
、

文
告
主
衣
呉
輿
蕎
寂
之
細
鎧
主
南
彰
域
萎
産
之
、
産
之
文
語
所
領

細
鎧
将
臨
港
王
敬
則
。
一
町
、
並
響
謄
。
即
時
帝
欲
南
也
、
勝
ひ

直
閤
将
軍
宋
越
等
、
其
タ
並
聴
出
外
装
束
、
唯
有
除
主
奨
健
整
、

防
華
林
閤
。
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と
あ
る
等
、
少
く
と
も
宋
末
に
は
天
子
側
近
に
細
鎧
等
の
親
衛
軍
と

並
ん
で
直
閤
将
軍
な
る
職
が
あ
り
、
腹
心
を
充
て
、
除
主
以
下
の
部



下
が
あ
っ
て
殴
閣
を
防
衛
す
べ
く
宿
直
し
て
い
た
こ
と
、
諸
王
に
は

こ
れ
に
相
嘗
す
る
と
見
ら
れ
る
防
閤
将
軍
の
あ
っ
た
に
と
が
知
ら
れ
、

正
し
く
胡
氏
の
言
を
一裏
書
き
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
所
で
か
か
る

存
在
と
し
て
貌
普
に
於
て
見
出
さ
れ
る
の
は
、
官
職
名
と
し
て
は
誕

の
置
い
た
殿
中
将
軍
、
西
耳
目
の
三
部
司
馬
や
諸
公
開
府
の
下
に
於
け

る
帳
下
都
督
等
が
そ
れ
に
相
賞
す
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
と
も
か
く

直
閤
・
防
閤
将
軍
の
創
置
に
開
じ
て
は
明
確
に
こ
れ
を
俸
え
る
所
俸

は
今
の
所
見
出
し
て
い
な
い
。
既
に
一
言
し
た
如
く
こ
の
官
職
名
は

費
梁
陳
に
一
日
一
っ
て
列
傍
中
に
多
数
所
俸
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
い

ず
れ
も
天
子
・
主
帥
の
親
持
勇
猛
の
土
を
以
て
充
て
ら
れ
て
い
る
が
、

遁
典
記
以
下
の
官
品
表
に
於
て
登
場
す
る
の
は
、
梁
官
品
に
朱
衣
直

閤
将
軍
(
十
班
)
、
陳
官
ロ
聞
に
朱
衣
直
閤
(
第
四
品
)
、
北
湾
官
品
に
朱

e

衣
直
閤
・
直
閤
終
軍
(
従
四
品
)
太
子
直
閤
二
衛
隊
主
(
従
五
品
)
・
皇

子
防
閤
(
正
九
品
)
、
惰
官
ロ
叩
令
に
載
せ
る
開
皇
令
に
直
閤
将
軍
(
従

四
品
)
・
直
寝
・
直
驚
・
太
子
直
閤
(
従
五
品
)
・
太
子
直
寝
・
太
子

直
賛
(
従
六
品
)
・
太
子
後
直
(
従
七
口
問
)
L

と
あ
る
に
止
る
。
而
し
て

官
品
表
登
場
以
前
の
地
位
に
闘
し
て
は
、
貌
書
て
刑
罰
志
に

嘗
制
、
直
閤
直
後
直
費
、
武
官
隊
主
除
副
等
、
以
比
覗
官
、
至
於

21 

犯
謡
、

不
得
除
罪
、
尚
書
令
任
城
王
澄
奏
、
案
諸
州
中
正
、
亦
一
非

品
令
所
載
又
無
様
働
、
先
朝
日
来
皆
得
嘗
刑
、
直
閤
等
、
禁
直
上

下
、
有
宿
衛
之
動
、
理
不
麿
呉
、
霊
太
后
令
、
準
中
正
。

ト
あ
っ
て
、

比
現
官
と
し
て
品
官
待
遇
を
受
け
る
が
官
品
令
に
載
せ

ら
れ
て
い
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
北
朝
の
例
で
あ
る
が

以
て
南
朝
を
推
す
手
掛
り
と
な
ろ
う
。
右
の
奏
は
南
朝
の
梁
天
監
末

頃
に
首
る
年
代
と
思
わ
れ
る
。
南
北
朝
の
制
度
は
、
南
北
分
裂
期
に

入
っ
て
各
々
の
境
域
内
に
於
て
別
個
に
生
れ
た
も
の
が
何
時
し
か
交

流
し
、
相
互
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
説
耳
目

時
代
既
に
正
規
制
度
の
外
被
の
下
で
事
賓
上
成
立
し
て
い
た
非
正
規
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的
制
度
が
継
承
護
展
せ
し
め
ら
れ
て
正
規
化
し
た
場
合
が
多
い
ν

防

閤
・
直
閤
の
名
は
北
朝
で
も
既
に
北
貌
高
租
時
代
に
成
立
し
て
お
り
、

所
俸
の
出
現
に
南
北
の
時
代
的
差
は
殆
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
恐

ら
く
は
そ
の
根
源
を
耳
目
制
に
持
つ
も
の
に
違
い
な
い
。
然
し
乍
ら
、

持
軍
と
云
え
ば
所
調
将
軍
務
と
し
て
官
品
を
定
め
ら
れ
た
も
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
に
、
初
期
の
直
閤
防
闘
将
軍
が
官
品
表
か
ら

除
外
さ
れ
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
臨
に
注
意
す
る
と
、

官
品
表
に
現
れ
る
に
到
っ
て
も
、
直
闘
将
軍
と
記
さ
れ
る
も
の
と
皐

に
直
閤
と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
と
が
あ
り
、
更
に
朱
衣
直
閤
と
あ
る

所
か
ら
非
朱
衣
の
直
閣
の
存
在
も
想
像
さ
れ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
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れ
ば
朱
衣
の
み
が
官
品
表
に
載
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
朱
衣
の
こ

と
は
後
に
検
討
す
る
が
、
今
将
軍
の
稀
披
に
つ
い
て
論
ず
れ
ば
、
北
賓

で
は
朱
衣
直
閤
と
直
閤
将
軍
と
が
共
に
従
四
ロ
聞
に
列
せ
ら
れ
て
お
り
、

単
に
直
閤
と
あ
る
も
の
が
直
闘
将
軍
の
略
紹
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を

示
し
て
お
り
、
梁
宮
口
聞
に
云
う
朱
衣
直
閤
将
軍
も
後
掲
の
貫
例
に
照

し
て
朱
衣
直
閤
と
直
閤
将
軍
と
の
速
記
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
{木

書
一
日
柳
元
景
付
光
世
俸
に
は
、

前
腰
帝
景
和
中
、
左
将
軍
直
閤
、
太
宗
定
見
、
光
世
参
謀
、
以
矯

右
衛
将
軍
。

と
あ
り
、
南
務
書
七
東
昏
侯
紀
に
、
そ
の
末
年
、

所
寵
塗
小
銭
興
三
十
一
入
賞
門
十
人
、
初
任
新
察
人
徐
世
欄
震
直

骨
勝
時
貯
阜
、
凡
有
殺
教
皆
其
用
命
。
一
附
、
雌
用
護
軍
雀
慧
景
篇

都
督
、
而
丘
ハ
権
質
在
世
欄
。
及
事
卒
、
世
欄
謂
人
目
、
五
百
人
軍

主
能
卒
高
人
都
督
。

と
あ
り
、
梁
書
ト
張
一息
紹
俸
に
、

(
天
監
中
)
子
澄
嗣
、

澄、
初、略中
篇、
直、選
閤、焼、
勝、騎、略中
軍、将、
。軍、選

直、輔、
|割、圏、
細勝、
f丈軍、
主前、
如軍、
故直、
。閤、

略中左

少
有
武
幹
、
費
明
帝
時
篤
直
閤
、

細
依
主
、
高
租
践
昨
、

と
あ
り
、
同
じ
く
鴻
道
根
停
に
、

(
天
監
六

・
八
年
の
間
)
遷
吾
駒
貯
居
骨
官
酔
特
畳
、

仲
、
徴
篤
員
1

外
散
騎
常
侍
か
併
睦
持
軍
情
ιrhr
白
骨
、
一
肘
、
能
検
御
部
曲
。

と
あ
り
、
同
康
絢
俸
に
、

(
天
監
八
年
頃
)
膜
騎
臨
川
王
司
馬
加
左
時
間
騎
将
軍
、
零
時
朱
衣
直

閤
、
十
三
年
遷
太
子
右
衛
率
、
甲
伎
百
人
、
輿
領
軍
務
景
直
殿
内
。

と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
は
じ
め
に
直
閤
一
般
が
生
れ
、

そ
の
中
に
朱

衣
非
朱
衣
の
直
閤
が
あ
り
、
又
将
軍
競
を
輿
え
ら
れ
た
者
と
然
ら
ざ

る
者
と
が
あ
っ
て
、
将
軍
競
を
奥
え
ら
れ
た
直
閤
を
指
し
て
直
閤
将

軍
と
呼
ん
だ
も
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
が
抱
か
れ
る
。
何
某
将
軍
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都
督
が
都
督
将
軍
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
例
も
あ
る
か
ら
必
ず
し
も
不

自
然
で
は
な
い
。
而
し
て
直
閤
そ
の
も
の
は
比
覗
官
に
す
ぎ
な
い
が
、

朱
衣
の
者
は
朱
衣
な
る
が
故
に
、
将
軍
吹
を
帯
す
る
者
は
そ
の
将
軍

続
の
故
に
品
官
と
な
り
、

且
つ
直
閣
に
輿
え
ら
れ
る
将
軍
披
の
品
階

は
一
定
し
、
梁
代
に
入
っ
て
官
品
の
整
理
を
見
る
に
至
っ
た
際
(
天

監
七
年
か
)

直
閤
将
軍
な
る
固
有
の
将
軍
競
を
生
じ
た
も
の
か
と

思
わ
れ
る
が
、
こ
の
貼
確
誼
に
乏
し
い
の
で
後
考
に
侠
つ
。

さ
て
南
北
朝
に
入
つ
て
は
早
く
か
ら
天
子
に
直
閤
、
皇
子
諸
王
に

防
閣
の
設
け
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
た
が
、
宗
室
以
外
の
諸
軍

帥
に
於
て
は
こ
れ
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
直
閤
直
寝



等
に
つ
い
て
は
一
般
軍
帥
の
下
に
制
度
と
し
て
置
か
れ
た
こ
と
を
俸

え
る
史
料
は
見
蛍
ら
ぬ
。
し
か
レ
彼
等
が
各
々
名
穏
に
直
字
を
冠
す

る
直
衛
部
隊
を
組
織
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
史
料
は
数
多
い
。
煩

を
避
け
手
近
な
一
例
を
示
せ
ば
、
宋
室
百
四
王
鎮
悪
俸
に
、
江
陵
に
鎮

し
能た
細劉
直、毅
吏、の
快 下
手に

復
有

千
徐
人

等
と
見
え
て
い
る
。
而
し
て
防
閤
に
関
し
て
は
、
親
書
ず
茨
叔
業
停

ザ
」
、

ー

承
租
庚
陵
人
、
宗
人
也
、
依
障
叔
業
信
用
趨
走
左
右
、

之
甚
厚
、
及
出
震
(
徐
)
州
、
以
矯
防
閤
。

川
町
叔
業
一
符

と
あ
る
外
、
多
く
の
例
に
よ
っ
て
北
朝
で
は
一
般
軍
帥
の
下
に
置
か

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
南
朝
に
於
て
も
宗
室
が
州
鎮
に

出
た
時
は
勿
一
議
、
梁
書
ト
昌
義
之
俸
に
、

歴
陽
烏
江
人
也
、
少
有
武
幹
、
時
間
代
、
瞳
曹
虎
征
伐
累
有
戦
功
、

虎
震
薙
州
、
以
義
之
補
防
閤
。

と
あ
っ
て
一
般
州
銀
に
も
置
か
れ
て
い
た
明
謹
が
あ
る
。
但
し
防
閤
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将
軍
の
稽
は
見
出
し
得
ず
、
彼
等
一
般
州
鎮
の
防
閤
は
持
軍
競
の
授

興
や
口
問
官
に
列
せ
ら
れ
る
ζ

と
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ざ

れ
ば
こ
そ
北
賢
官
品
表
等
で
も
口
問
令
に
つ
け
ら
れ
る
者
を
特
に
皇
子

防
閣
と
明
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
に
よ
っ
て
推
知
せ
ら
れ
る
所

は
、
直
閤
防
閤
乃
至
こ
れ
に
類
す
る
も
の
は
贋
く
諸
軍
帥
の
下
に
見

ら
れ
た
が
、
そ
の
中
天
子
皇
子
諸
王
の
ぞ
れ
の
み
が
特
別
の
優
遇
を

受
け
て
比
現
品
官
と
な
り
文
将
軍
競
の
授
輿
等
を
通
じ
て
品
官
化
さ

れ
た
も
の
ら
し
い
と
い
う
黙
で
あ
る
。

直
閤
防
閣
の
名
稿
は
、
文
字
、
通
り
閤
に
宿
直
し
閤
を
防
衛
す
る
者

の
義
で
、
そ
の
任
務
に
於
て
は
相
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先

掲
侃
佃
夫
俸
に
、
直
閤
将
軍
隷
下
の
除
主
奨
健
整
が
、
「
防
華
林
閤
」

と
記
さ
れ
て
い
る
の
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。
閣
は
元
来
特
定
の
一
殿
閤
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を
指
す
る
も
の
で
は
な
く
漢
代
以
来
あ
ら
ゆ
る
聴
暑
の
門
房
舘
室
の

意
』で
あ
っ
て
、
蹴

・
府
と
云
う
に
同
じ
く
、
文
地
方
官
衝
に
つ
い
て

も
云
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
漢
代
の
官
署
構
成
に
於
て
長
官
直
属
の

秘
書
官
房
と
も
云
う
べ
き
は
門
下
で
あ
る
。
而
し
て
郡
鯨
に
於
て
も

こ
の
門
下
の
長
吏
腐
佐
が
中
核
と
な
っ
て
い
た
が
、
門
下
は
往
々
文

閤
下
と
も
稀
さ
れ
た
。
例
え
ば
門
下
書
佐
を
閤
下
書
佐
と
云
い
、
門

下
幹
を
閣
下
幹
と
云
え
る
が
如
き
で
あ
る
。
こ
の
門
下
閤
下
の
警
衛

に
は
一
郡
一
一
腕
の
治
安
に
嘗
る
列
曹
と
し
て
の
尉
曹
賊
曹
嫁
史
と
は

別
に
門
下
賊
曹
門
下
督
盗
賊
が
置
か
れ
、
そ
の
下
に
正
規
兵
の
衛
士

と
は
別
に
門
下
幹
・
鈴
(
斡
)
下
・
導
従
・
伍
伯
等
の
職
が
あ
っ
て
長
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官
の
自
由
任
用
に
よ
る
親
近
吏
僅
幹
僕
を
以
て
長
官
の
侍
衛
に
任
じ

て
い
た
。
こ
の
制
は
建
て
前
と
し
て
は
晋
に
迄
受
織
が
れ
た
が
、
後

漢
末
現
晋
の
問
、
地
方
官
の
軍
閥
化
と
地
方
官
街
の
警
衛
強
化
の
必

要
か
ら
、
在
来
の
侍
衛
職
の
披
張
は
勿
論
、
外
に
も
類
似
の
職
が
生

れ
て
き
た
。
通
奥
一
一
規
官
品
に
は
諸
州
都
防
門
(
第
八

・
九
ロ
叩
)
の
職

名
が
見
え
る
が
、
こ
れ
も
従
来
の
門
亭
長
・
門
下
幹
等
の
震
展
乃
至

そ
れ
に
代
る
も
の
と
し
て
生
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
防
門
防
閤
防
般

禁
防
直
府
直
殿
直
菊
直
後
直
寝
直
閤
等
の
職
名
の
誕
生
過
程
は
こ
の

大
勢
を
考
え
る
時
極
め
て
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
而
し
て
曹
親
西

耳
目
の
聞
に
口
問
官
名
と
し
て
登
場
し
て
く
る
部
曲
絡
に
つ
い
て
も
、
そ

の
史
傍
登
場
の
初
期
に
は
後
漢
書
臥
楊
震
俸
は
、
誘
骨
佳
品
昨
骨
骨
宋

臨
時
・
楊
田
町
、
と
あ
る
も
の
が
競
志
六
董
卓
俸
に
は
、
催
終
楊
奉
輿

催
中
牢
野
宋
果
、
と
あ
り
、
後
漢
書
一
一
王
允
俸
に
、
卓
骨
骨
持
李
倦

・

郭
氾
等
、
と
あ
る
も
の
が
同
じ
く
規
志
董
卓
停
で
は
、
校
尉
李
催

・

郭
氾
、
と
あ
る
等
、
元
来
部
曲
(
部
隊
・
兵
士
)
の
長
と
か
将
校
と
か

い
う
一
般
普
通
名
詞
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
か
か
る
一
般
普
通
名

詞
の
固
有
職
名
化
、
更
に
官
名
へ
の
穂
化
固
定
化
は
、
防
閤
直
閤
等

の
場
合
に
も
又
嘗
て
は
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
将
軍

府
都
督
府
に
於
け
る
同
様
の
存
在
が
、
帳
下

・
帳
内

・
親
信
で
あ
っ

た
ろ
う
こ
と
も
文
多
言
を
要
し
な
い
。

最
後
に
皇
子
諸
王
の
下
に
置
か
る
べ
く
制
度
化
せ
ら
れ
て
後
の
防

聞
に
つ
い
て
一
一
吉
田
す
る
と
、
梁
書
二
南
卒
嚢
主
体
惇
俸
に
、

(
天
監
)
十
三
年
改
篤
左
光
鋒
大
夫
、
加
親
信
四
十
人

・
歳
給
米
首
門

削
肝
・
布
絹
五
千
匹

・
繋
直
二
百
四
十
寓

・
厨
供
月
二
十
寓
・
井
二

衛
雨
管
雑
役
二
百
人

・
倍
先
置
防
閤
白
直
左
右
職
局
一
百
人
。

と
あ
り
、
陪
書
仁
百
官
志
に
載
せ
る
北
費
令
に
、

皇
子
王
園
、
置
廓
中
令
大
農
中
尉
常
侍
各
一
人
、
侍
郎
二
人
、

上

中
下
三
将
軍
各

一
人、

上
中
大
夫
各
二
人
、
防
閤
四
人
、
奥
書
:
・

:
等
令
各
一
人
、
肝
。

諸
公
文
減
諸
王
防
閤
粛
帥
典
醤
等
員
、
肝
。

と
あ
る
如
く
、
除
主
以
下
の
将
兵
を
帥
い
る
将
校
と
し
て
の
意
味
を

失
っ
て
王
府
官
層
の

一
員
と
さ
れ
、
文
そ
の
備
置
の
員
数
を
限
定
せ
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ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
人
的
に
も
嘗
て
勇
猛
幹
カ
を
具
え
た

親
近
武
人
を
抜
擢
し
て
自
由
任
用
し
て
い
た
も
の
が
、
天
子
の
側
か

ら
差
補
添
随
せ
し
め
ら
れ
て
、

一
面
恩
典
を
示
す
と
共
に
一
面
監
視

の
役
割
を
も
果
す
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
黙
は
親
信

・
随
身
等

に
つ
い
て
適
誼
を
翠
げ
る
の
で
今
は

一
々
の
事
例
は
省
略
す
る
。



n 
自

直

由
直
の
起
源
に
閥
し
て
も
読
を
な
せ
る
は
先
ず
胡
三
省
で
あ
る
け

先
に
引
い
た
如
く
彼
は
劉
裕
が
白
丁
之
批
勇
者
を
選
ん
で
左
右
に
入

直
せ
し
め
た
も
の
が
白
直
で
あ
る
と
云
い
、
績
け
て
杜
佑
を
引
い
て

由
直
無
月
給
之
数
と
述
べ
て
い
る
。
白
直
に
聞
し
て
も
起
源
を
明
記

せ
る
記
事
は
見
出
せ
な
い
。
成
る
程
宋
書
此
沈
依
之
俸
に
、

元
嘉
二
十
七
年
索
虜
南
冠
、
護
三
呉
民
丁
、
依
之
亦
被
襲
、
既
至

京
都
、
詣
領
軍
将
軍
劉
、
謹
考
、
求
補
白
丁
除
主
。

と
あ
り
、
南
費
量
晶
沈
文
季
俸
に
、
永
明
三
年
唐
寓
之
の
反
凱
に
際

し
、
設
魚
浦
村
男
丁
防
鯨
と
あ
り
更
に
、

禽
稽
郡
丞
張
思
組
、
遺
蓋
使
孔
持
王
蔦
歳
張
都
等
、
配
以
器
伎
、

持
吏
白
丁
防
衛
永
輿
等
十
嵐
、
文
季
亦
遣
器
伎
終
吏
、
救
援
銭
塘
。

と
あ
っ
て
事
に
嘗
っ
て
持
吏
と
共
に
白
丁
を
武
装
せ
し
め
て
兵
士
と

す
る
例
は
間
々
見
受
け
ら
れ
る
。
以
て
胡
氏
の
読
を
謹
す
る
が
如
く

で
あ
る
。
し
か
し
社
佑
を
引
け
る
貼
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
彼
の
胸

中
に
あ
っ
た
の
は
唐
代
の
白
直
の
面
影
で
あ
り
、
そ
れ
が
編
民
丁
男

の
役
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
の
逆
推
に
負
う
所
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
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我
々
の
場
合
も
そ
う
考
え
易
い

n

一
し
か
し
唐
代
に
所
調
白
丁
は
周
知

の
如
く
編
戸
正
丁
男
に
し
て
職
役
無
き
者
を
指
す
。
と
す
れ
ば
正
に

唐
代
職
役
の

一
た
る
白
直
の
源
流
を
白
丁
の
入
直
者
と
断
ず
る
に
つ

い
て
は

一
考
を
要
す
る
。
更
に
税
役
鰻
系
帳
籍
制
度
に
於
て
唐
代
と

必
ず
し
も
等
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
六
朝
に
於
け
る
白

τ乃
至
自
の

語
の
用
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
。こ
と
な
し
に
は
蓮
に
賛
意
'を
表
し
難

い
。
こ

の
貼
に
関
す
る
胡
氏
の
見
解
を
質
す
と
、
遁
鑑一
一五

梁
紀
大

遁
二
年
三
月
北
韓
爾
朱
築
の
上
書
に
自
民
賂
郡
鎮
と
云
え
る
に
注
し
、

身
無
官
欝
、
謂
之
自
民
、
猶
言
白
丁
也
。

と
あ
る
。
即
ち
、
士
に
制
刻
す
る
庶
で
あ
る
。
近
人
武
仙
卿
氏
は
力
作

川山戸

「
南
北
朝
色
役
考
」
に
於
て
、
南
宋
の
呉
曾
の
能
改
斎
漫
錦
、
王
械

の
野
客
叢
書
、
近
く
は
顧
亭
林
の
日
知
錬
八
白
衣
の
係
等
を
引
い
て
、

漢
代
以
来
、
白
衣
は
庶
人
の
服
で
、

顔
師
古
に
従
え
ば
官
府
趨
走
の

賎
人
に
は
白
衣
を
給
し
、
従
っ
て
官
醸
の
給
使
賎
役
が

一
般
に
白
を

-25-

著
け
、
宋
代
に
於
て
も
在
官
嘗
直
の
人
を
白
直
と
云
っ
た
こ
と
を
示

し
て
お
ら
れ
る。

こ
れ
ら
の
所
設
の
語
る
所
は
、
賎
役
の
概
念
に
し

て
も
白
丁
の
概
念
に
し
て
も
今
日
我
々
が
陥
り
易
い
誤
解、

賎
即
賎

民

l
奴
隷
的
存
在
と
云

っ
た
観
念
を
退
け
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
貼

で
あ
り
、
文
唐
代
税
役
法
上
に
於
け
る
白
丁
の
語
の
限
定
的
用
法
を

安
易
に
他
に
適
用
オ
る
こ
と
に
劃
す
る
警
戒
の
必
要
で
あ
る
。
所
が
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武
氏
は
一
縛
し
て
唐
代
丁
役
と
し
て
の
白
直
と
の
直
線
的
連
績
を
論

じ
、
踊
っ
て
南
北
朝
に
見
え
る
「
白
衣
吏
」
な
る
者
に
つ
い
て
、
こ

れ
は
人
民
の
傍
役
で
は
な
い
と
し
て
臼
直
と
の
連
聞
を
否
定
さ
れ
た
。

こ
の
貼
私
見
を
以
て
す
れ
ば
考
究
の
除
地
が
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

我
々
は
先
に
直
聞
に
閥
し
朱
衣
直
閤
な
る
も
の
が
あ
っ
て
品
官
化

さ
れ
、
こ
れ
に
劃
し
て
品
官
化
さ
れ
ざ
る
非
朱
衣
の
直
閤
の
存
在
が

想
像
さ
れ
る
こ
と
を
見
て
き
た
が
、
蛍
時
の
史
俸
中
に
見
出
さ
れ
る

盛
用
語
と
し
て
、
朱
衣
に
封
す
る
も
の
が
白
衣
で
あ
ろ
う
か
と
推
想

一七

せ
ら
れ
る
。
新
唐
書
九
首
飯
俸
に

奔
常
州
刺
史
、
奮
制
雨
省
官
出
使
、
得
朱
衣
吏
前
導
、
錬
赴
州
猶

用
之
。

と
あ
り
、
南
宋
の
周
必
大
の
玉
堂
雑
記
刊
に

朝
敵
目
、
皇
太
子
宰
相
親
王
使
相
参
政
、
各
有
朱
衣
吏
二
人
、
自

下
馬
庭
前
導
至
殿
門
、
此
外
惟
翰
林
皐
土
有
之
。

と
あ
っ
て
、
唐
宋
時
代
に
至
る
と
朱
衣
吏
な
る
饗
導
の
小
吏
が
あ
る

が
甚
だ
微
賎
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
皇
太
子
親
王
宰
相
参
政
等
に

比
し
て
の
話
で
決
し
て
車
な
る
僅
僕
の
類
と
は
思
わ
れ
な
い
。
士
庶

の
別
が
巌
し
か
っ
た
六
朝
時
代
に
於
て
は
、
世
読
新
語
・
政
事
請
に
、

桓
公
(
温
)
在
剤
州
、
全
欲
以
徳
被
江
漢
、
恥
以
威
刑
粛
物
、
令
史

受
杖
、
正
従
朱
衣
上
遇
。

と
あ
り
、
晋
書
記
萄
田
助
停
に
は
、

多
云
、
尚
書
一
郎
大
令
史
、
不
親
文
書
、
乃
委
付
奮
令
史
及
幹
。

と
あ
っ
て
令
史
は
幹
と
並
べ
ら
れ
る
下
級
事
務
職
員
で
あ
る
。
し
か

し
庶
人
上
り
客
土
上
り
の
就
く
職
で
は
あ
っ
た
が
、

八
・
九
品
官
と

し
て
品
令
に
載
り
、
客
土
と
は
云
え
土
の
身
分
で
あ
り
幹
と
は
達
っ

て
い
た
。
即
ち
た
と
え
微
賎
な
り
と
難
も
朱
衣
を
着
す
る
者
は
土
人

の
類
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
謝
し
て
白
衣
が
庶
人
の
服
と
さ
れ
る
こ

と
既
述
の
遁
り
で
あ
る。

但
し
日
知
録
は
白
衣
人
の
範
囲
を
よ
り
限
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定
し
て
、

白
衣
但
官
府
之
役
耳
、
若
侍
衛
則
不
然
、
史
記
越
世
家
、
願
得
補

黒
衣
之
鉄
、
以
衛
王
宮
、
漢
書
谷
永
俸
、
擢
之
阜
衣
之
吏
。

と
の
べ
て
い
る
。
果
し
て
白
衣
は
そ
の
賓
際
の
就
く
職
務
を
限
定
し

て
考
え
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

六
朝
に
於
て
や
田
時
諸
将
軍
帥
の
下
に
は
賓
に
驚
く
べ
き
多
数
の
吏

人
が
置
か
れ
て
い
た
。
今
南
朝
初
期
の
形
勢
を
う
か
が
う
と
宋
書
坦

劉
穆
之
俸
に
、

(
義
照
八
年
)
加
建
威
持
軍
、
置
佐
吏
配
給
貫
力
、
町
十
年
準
穆

之
前
将
軍
、
給
前
軍
府
年
布
高
匹
銭
三
百
高
、
桝
、
穆
之
前
箪
府
文



武
二
高
人
、
以
三
千
配
(
徐
)
羨
之
建
威
府
、
徐
悉
配
世
子
中
軍
府
。

と
あ
り
、
同
立
庚
慌
俸
に
、

於
是
解
悦
都
督
将
軍
官
、
併
、
(
劉
)
毅
以
親
勝
越
憐
領
千
兵
、
守

尋
陽
建
威
府
、
文
武
三
千
、
悉
入
毅
府
。

と
あ
る
等
数
千
か
ら
数
高
に
及
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
高
官
に
封

し
て
小
吏
と
賎
め
ら
れ
庶
人
宗
門
出
身
者
の
就
く
べ
く
慣
習
ず
け
ら

れ
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
場
合
は
と
も
か
く
も
品
官
で
あ
る
。

し
か
し
落
大
の
数
の
下
級
の
吏
は
、
宋
畳
一元
王
弘
俸
に
。

伏
見
、
南
局
諸
冶
募
吏
数
百
、
雄
事
只
以
康
腫
、
収
入
甚
徴
、
一
加
、

文
欲
二
局
田
曹
各
立
典
寧
募
吏
、
依
冶
募
比
例
、
井
聴
取
山
湖
十
八
、

桝
、
亦
臆
噂
量
分
判
番
俣
及
給
康
多
少
、
自
可
一
以
委
之
本
曹
。

と
あ
る
如
く
、
率
ね
長
官
の
自
由
な
招
謀
と
裁
量
に
委
ね
ら
れ
、
麗

給
の
み
公
費
に
仰
ぐ
こ
と
を
許
さ
れ
た
者
で
あ
っ
た
。
諸
軍
帥
に
取

っ
て
こ
れ
こ
そ
園
家
の
兵
籍
に
入
ら
ず
し
か
も
食
を
公
費
に
取
る
こ

と
の
出
来
る
絶
好
の
親
随
蓄
養
の
場
と
し
て
利
用
せ
ら
れ
、
こ
こ
に

吏
額
は
競
っ
て
膨
脹
の
一
途
を
辿
り
、
親
絡
を
以
て
彼
等
を
統
領
せ

し
め
、
軍
事
力
に
樽
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
先
掲
沈
文
季
停
に
牌

27 

吏
白
丁
に
器
伎
を
給
し
て
兵
と
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
た
が
、
宋
書

…
一
朱
齢
石
俸
に
、
土
豪
…
腕
係
租
鎮
座
に
際
し
、

乃
率
吏
人
馳
至
其
家
、
掩
其
不
備
、
莫
有
得
翠
手
者
悉
斬
ρ

と
か
、
同
盟
王
鎖
悪
俸
に
劉
毅
の
親
亨
伊
』
述
べ
て、

大
城
内
毅
凡
有
八
除
幣
甲
千
品
郎
、
貯
金
域
内
東
従
嘗
持
猶
有
六

除
千
絵
人
、
西
持
及
能
細
直
吏
快
手
復
有
二
千
儀
人
。

と
あ
り
南
賓
室
田
区
張
穣
俸
に
、

諸
一
張
世
有
豪
気
、
理
宅
中
常
有
父
時
奮
部
曲
一
数
百
、
一
叶
、
授
一
や
東

将
軍
呉
郡
太
守
、
一
町
、
及
(
王
)
敬
則
反
、
理
遣
将
吏
三
千
人
、
迎

拒
於
松
江
。

と
あ
り
、
同
工
垣
崇
租
俸
に
、

族
姓
豪
一慣
、
併
、
率
部
曲
、
一
附
、
泰
一
波
九
年
行
徐
州
事
、
徒
成
龍

温
在
胸
山
南
、
崇
租
啓
断
水
清
志
j

地
以
紐
虜
馬
、
桝
、
崇
一
組
率
時
間

吏
塞
之
。
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、
と
あ
り
、
栄
書
一
切
沈
慶
之
俸
に
は
、

月
給
銭
十
蔦
・
米
百
餅
・
衛
吏
五
十
人
。

と
あ
る
如
く
、
軍
帥
は
吏
人
を
以
て
武
力
と
し
、
土
豪
・
自
立
軍
帥

は
元
随
部
曲
を
こ
れ
と
な
し
、
時
吏
と
連
稿
さ
れ
る
に
到
っ
て
お
り
、

朝
廷
も
吏
A
A
を
以
て
親
衛
と
す
る
こ
と
を
認
め
功
臣
に
は
衛
吏
の
額

を
給
賜
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
か
る
園
家
の
兵
籍
の
持
外
に
あ

っ
て
私
的
に
任
用
さ
れ
、

且
つ
食
を
公
費
ピ
取
る
事
責
上
の
軍
隊
が
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無
制
限
に
増
加
す
る
こ
と
は
、
朝
廷
と
し
て
放
任
で
き
な
い
の
は
勿

論
で
、
宋
書
三
武
帝
紀
下
永
初
二
年
三
月
乙
丑
僚
に
、

初
限
荊
州
、
府
置
終
不
得
過
二
千
人
、
吏
不
得
遇
一
高
人
、
州
置

勝
不
得
遇
五
百
人
、
吏
不
得
遜
五
千
人
、
兵
士
不
在
此
限
。

と
あ
る
よ
う
に
機
舎
を
捉
え
て
は
制
限
令
も
下
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
か
か
る
傾
向
の
一
環
と
し
て
、
や
閣
時
の
軍
帥
の
幕
下
に
多
数
の

白
衣
吏
・
白
衣
客
と
呼
ば
れ
る
側
近
親
信
の
蓄
養
さ
れ
た
こ
と
は
注

目
に
値
す
る
。
金
石
牽
一
編
一
一
一
武
徳
子
府
君
義
橋
石
像
碑
、
碑
左
の
伏

波
将
軍
前
懐
州
防
城
司
馬
穆
洛
書
の
僚
に
、

文
有
稗
卒
遠
将
軍
白
衣
左
右
董
延
和

と
あ
り
、
考
親
書
思
倖
停
、
越
修
給
事
東
宮
信
用
白
衣
左
右
、
茄
崎
充

高
祖
白
衣
左
右
、
今
碑
所
書
董
延
和
者
、
其
亦
恩
倖
之
流
輿
。
と
解

さ
れ
て
い
る
が
、
同
様
の
例
は
日
知
録
に
多
数
引
用
さ
れ
て
い
る
し
、

宋
書
凋
傍
弘
之
俸
に

担
玄
、
以
弘
之
非
造
謀
、
文
白
衣
無
兵
衆
、
原
不
罪
云
々
。

と
か
…
同
立
謝
景
仁
俸
に
、

文
一
港
吏
部
向
書
、
一
町
、
坐
選
吏
部
令
史
刑
安
泰
一
酔
以
令
史
職
奔
謁

陵
廟
、
篤
御
史
中
丞
鄭
鮮
之
所
糾
、
白
衣
領
職
。

と
あ
り
、
文
南
史
比
恩
倖
侮
茄
法
亮
の
僚
に
、

宋
大
明
中
、
出
身
魚
小
史
、
歴
怒
川
幹
扶
侍
、
孝
武
末
年
、

白
衣
左
右
百
八
十
人
。

略中

選

と
あ
る
如
く
、
嘗
時
上
は
軍
閥
天
子
の
側
近
か
ら
下
は
地
方
軍
将
の

幕
下
に
亘
っ
て
正
規
の
官
途
に
就
け
る
士
人
に
非
ざ
る
白
衣
庶
人
を

以
て
惟
慢
に
参
じ
職
を
領
せ
し
め
た
。
而
し
て
軍
帥
は
武
人
を
抜
擢

し
て
自
己
の
親
随
を
多
数
か
か
る
形
で
領
職
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

宋
書
世
顔
師
伯
俸
に
、

世
組
文
遣
司
空
参
軍
卜
天
生
、
併
、
天
生
率
軍
主
劉
僚
珍
・
白
衣

客
朱
士
義
・
殿
中
牌
軍
孟
継
租
等
、
撃
之
(
虜
)
。

と
あ
る
如
く
、
彼
等
は
持
と
し
て
一
軍
を
率
い
、
文
彼
等
を
以
て
直

衛
の
親
亨
伊」
編
成
し
た
の
で
あ
る
。
朱
書
出
張
輿
世
俸
に
、

少
時
家
貧
、
南
郡
宗
珍
之
矯
寛
陵
郡
、
輿
世
依
之
篤
客
。
寛
陵
奮
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置
軍
府
、
以
補
参
軍
督
護
、
不
就
、
白
衣
随
王
玄
翠
伐
盤
、
毎
職

制
帆
有
禽
獲
、
玄
馨
嘗
部
曲
諸
終
不
及
也
、
甚
奇
之
c

輿
世
還
都
、

白
太
租
稿
其
臆
力
、
後
随
世
極
鎮
尋
陽
、
以
補
南
中
参
軍
督
護
。

併
、
除
建
卒
王
宏
中
軍
行
委
阜
領
E
X
刀
、
文
隷
西
卒
王
子
尚
信
用
直

衛
。
坐
従
子
向
入
蓋
棄
杖
激
走
、
下
獄
克
官
。
復
以
白
衣
充
直
衛
。

と
あ
る
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
等
は
有
官
品
者
と
し
て
の
土
人
で

は
な
い
と
い
う
意
味
で
は
白
衣
白
丁
で
あ
る
が
、
決
し
て
単
な
る
編
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丁
男
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
賎
人
で
は
な
い
。
白
衣
の
募
吏
と
し

て
主
帥
の
側
近
に
侍
す
べ
く
蓄
養
さ
れ
抜
擢
さ
れ
た
非
正
規
の
吏
人

で
あ
る
。
か
か
る
嘗
時
の
情
勢
に
立
っ
て
考
え
る
と
き
、
彼
の
劉
裕

が
戦
力
の
中
核
と
し
た
白
直
こ
そ
は
右
の
白
衣
直
衛
を
指
す
も
の
で

は
な
い
か
と
推
想
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
武
力
蓄
養
の
慣
習

は
文
恐
ら
く
後
漢
以
来
馴
致
せ
ら
れ
た
所
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

更
に
源
流
を
辿
れ
ば
漢
書
仁
中
之
上
五
行
志
に
、

成
帝
鴻
嘉
永
始
之
間
好
潟
微
行
出
激
、
選
従
期
門
郎
有
材
力
者
及

私
奴
九
多
至
十
蝕
少
五
六
人
、
皆
白
衣
祖
晴
、
常
持
万
創
。

と
あ
る
の
や
、
同
叩
一
一
睡
勝
俸
の
注
に
顔
師
古
が
白
衣
給
官
府
趨
走
賎

人
、
若
今
諸
司
亭
長
掌
固
之
属
。
と
云
え
る
場
合
の
白
衣
と
も
た
し

か
に
関
連
す
る
所
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

右
の
如
き
白
衣
募
吏
の
盛
行
に
閥
し
て
は
嘗
然
朝
権
の
側
か
ら
す

る
統
制
が
加
え
ら
れ
た
筈
で
あ
る
。
北
朝
に
於
て
は
親
書
八
世
宗
紀

正
始
元
年
十
月
乙
未
(
南
梁
の
天
監
三
年
に
嘗
る
)
僚
に
、

詔
、
断
筆
官
白
衣
募
吏
。

な
る
禁
令
の
護
布
を
見
た
。
し
か
し
こ
れ
よ
り
早
く
既
に
南
北
南
朝

共
こ
れ
が
統
制
に
手
を
染
め
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
吏
額
一
般
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の
制
限
に
つ
い
て
は
既
に
例
示
し
た
が
、
最
も
問
題
な
の
は
も
と
も

と
定
員
外
で
全
く
の
自
由
任
用
に
か
か
る
者
、
往
々
に
し
て
親
箪
化

さ
れ
る
白
衣
の
直
衛
吏
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
を
正
規
の
制
度
化
し
、

儀
伎
兵
化
し
て
給
資
の
人
数
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
が
先
ず
問
題
に

な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
既
に
西
晋
の
泰
始
元
年
の
こ
と
と
し
て
、

高
僧
惇
初
集
八
調
停
道
猛
停
に
、

詔
於
建
陽
門
置
輿
皇
寺
、
勅
沙
門
道
猛
信
用
綱
領
、
併
、
乃
下
詔
日
、

猛
法
師
夙
道
多
酒
、
股
所
貧
友
、
可
月
給
銭
三
高
・
令
史
四
人
・

白
簿
吏
二
十
人
・
車
及
歩
輿
各
一
乗
。

と
あ
る
。
白
簿
吏
と
は
定
員
以
外
の
小
吏
の
意
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
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白
衣
吏
と
も
遁
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
人
数
を
限
っ
て
給
賜
し
て

恩
瞳
を
一
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文
符
秦
時
代
の
こ
と
と
し
て
、
傍

租
統
紀
氾
歴
代
法
運
遁
塞
志
に
、

法
欽
篤
信
録
、
信
遷
信
用
悦
衆
、
班
秩
有
差
、
各
給
親
信
白
従
三
十
人
。

と
あ
る
。
自
従
に
閥
し
著
者
た
る
南
宋
の
志
襲
は
、
調
自
身
従
人
、

非
籍
刺
軍
兵
。
と
注
し
て
い
る
。
刺
と
云
え
る
は
武
仙
卿
氏
が
指
摘

さ
れ
た
逼
り
宋
代
の
兵
士
が
刺
青
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
解

穫
で
南
北
朝
の
兵
戸
に
は
刺
青
の
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
白
従
等
が

兵
籍
に
無
か
っ
た
こ
と
は
そ
の
遁
り
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
恐
ら
く
こ

れ
も
白
簿
吏
白
衣
吏
と
同
類
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
西
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晋
時
代
以
来
行
わ
れ
て
い
た
白
衣
小
吏
白
簿
吏
の
給
賜
例
を
、
そ
の

ま
ま
諸
軍
帥
の
白
衣
側
近
親
衛
の
衛
吏
に
適
用
し
そ
の
存
在
を
制
度

化
し
て
行
っ
た
所
に
、
所
謂
白
直
の
制
度
の
誕
生
が
あ
っ
た
も
の
と

考
え
る
。
宋
音
て
一
ハ
江
夏
文
献
王
義
恭
博
に
、
諸
制
度
の
整
備
の
一
環

と
し
て
、

諸
銀
、
常
行
車
前
後
不
得
過
六
除
、
白
直
爽
較
不
在
其
限
、
万
不

得
過
銀
銅
矯
飾
。

と
あ
り
、
南
野
書
ニ
致
章
文
献
王
疑
俸
に
、

感
自
陳
目
、
臣
自
還
朝
、
使
省
儀
刀
捉
万
、
左
右
十
徐
亦
省
、
唯

郊
外
遠
行
或
復
暫
有
、
入
殿
亦
省
服
身
、
今
所
牽
伏
二
侠
較
二
白

直
共
七
八
十
人
、
事
無
大
小
臣
必
欲
上
魯
。
榊
、
上
答
日
、
儀
刀

捉
万
不
麿
省
也
。
侠
融
自
直
乃
可
共
百
四
五
十
。

と
あ
る
の
は
、
こ
の
制
度
化
へ
の
過
渡
期
を
示
し
て
い
る
も
の
と
見

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
白
直
制
度
化
の
笹
程
に
つ
い
て
は
未
だ
述
ぶ
ベ

き
黙
を
残
し
て
い
る
が
割
愛
す
る
。

E 

随
身
・
依
身

首
時
制
度
化
さ
れ
て
い
た
親
軍
的
存
在
は
ま
だ
津
山
あ
る
。
甲
伎

策
伎
(
務
内
伎
身
)
・
衛
伎
・
細
依
・
除
依
等
と
呼
ば
れ
た
も
の
、

御
万
・
儀
刀
・
捉
刀
・
長
刀
、
細
鎧
・
爽
載
、
班
剣
そ
の
他
に
つ
い

て
逐
一
論
述
す
る
こ
と
は
徒
ら
に
煩
を
重
ね
る
の
で
今
は
障
身
等
に

つ
い
て
一
言
す
る
に
止
め
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
胡
三
省
は
執
依
衛
士
也
と
云
い
、
主
と
し
て

天
子
高
官
の
儀
依
兵
(
特
に
務
内
依
身
)
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。
し

か
し
こ
の
場
合
も
先
に
防
閤
自
直
に
閥
し
て
考
察
し
た
自
然
護
生
的

親
従
武
装
者
の
表
面
化
と
そ
の
制
度
的
規
制
の
成
立
・
貫
徹
と
云
う

過
程
を
そ
の
ま
ま
認
や
っ
弘

随
身
は
元
来
文
字
通
り
の
身
障
侍
衛
者
と
し
て
私
家
身
謹
護
衛
の

私
的
武
装
者
を
指
し
た
。
宋
書
引
責
回
俸
に
、

桝
、
感
克
回
、
以
領
陣
身
除
、
統
知
宅

- 30ー

(
裁
)
明
暗
賞
、
尋
得
原
赦
、

及
江
西
壁
事
。

と
あ
り
、
同
宗
越
俸
に
、

武
念
、
新
野
人
也
、
本
三
五
門
出
身
、
郡
将
粛
思
話
馬
車
熔
州
、
遣

土
人
属
道
符
統
六
門
田
、
念
魚
道
符
障
身
除
主
、
後
大
府
以
念
有

健
名
且
家
富
有
馬
、
召
出
信
用
時
間
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
依
身
に
つ
い
て
は
南
事
百
心
周
山
圃
俸

に
J

退
官
後
、

山
闘
於
新
林
立
霊
舎
、
長
夜
往
還
、
上
調
之
目
、
卿
罷
蔦
人
都
督
、



市
軽
行
郊
外
、
自
今
往
竪
可
以
依
身
自
障
、
以
備
不
虞
。

と
あ
り
、
こ
の
自
随
伏
身
こ
そ
が
随
身
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
高

官
に
は
嘗
く
か
ら
儀
伏
兵
と
し
て
甲
依
除
伎
が
輿
え
ら
れ
て
い
た
が
、

こ
の
正
式
の
甲
伎
に
劃
す
る
私
置
身
障
の
甲
伎
と
云
う
意
味
で
こ
の

場
合
も
特
に
伎
身
自
随
と
云
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
の
随
身
も

諸
軍
帥
の
私
兵
蓄
養
競
争
の
渦
中
で
普
及
膨
脹
し
、
正
式
に
儀
衛
と

し
て
認
め
ら
れ
る
甲
伎
も
内
貨
は
元
従
の
臨
身
を
充
て
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
か
く
て
元
来
恩
賜
の
儀
伎
た
り
し
甲
伎
は
何
時
か
伎
身
と

呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
帝
権
確
立
に
向
、
刀
や
再
び
儀
伎
と
し

て
の
性
格
を
取
り
戻
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
文
随
身
一
般
に
つ
い

て
は
、
南
融
問
書
仁
李
安
民
俸
に
、
高
帝
即
位
の
時
、

宋
泰
始
以
来
、
内
外
頻
有
賊
冠
、
持
帥
己
下
各
募
部
曲
、
屯
衆
京

師
。
安
民
上
表
陳
之
、
以
潟
、
白
非
准
北
常
備
、
英
外
徐
軍
、
悉

皆
轍
遣
。
若
親
近
随
身
者
、
聴
限
人
数
、
上
納
之
。
故
詔
断
衆
募
。

と
見
え
る
如
く
、
募
兵
一
般
の
統
制
の
一
環
と
し
て
蓄
養
を
認
め
る

範
圏
と
数
と
の
制
限
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
付
言
す
れ
ば
障
身
の
名

絡
の
原
義
は
後
迄
残
っ
て
お
り
、
専
ら
劉
主
人
の
関
係
に
於
て
言
わ
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れ
た
も
の
で
そ
れ
自
睦
に
は
身
分
的
意
味
は
な
い
。
唐
律
令
に
於
け

蹴

る
障
身
に
つ
い
て
は
演
口
博
士
の
専
論
が
あ
る
。

側
近
衛
門
小
吏
親
軍
化
の
背
景

後
漢
末
以
来
中
央
直
轄
寧
の
衰
頚
に
代
っ
て
治
安
防
備
を
引
受
け

た
の
は
、
朝
廷
か
ら
軍
事
権
を
委
任
さ
れ
施
刑
兵
や
蕃
兵
圏
の
配
備

を
う
け
た
り
任
地
で
の
徴
募
権
を
輿
え
ら
れ
た
地
方
長
官
、
彼
等
の

傘
下
に
組
織
さ
れ
た
り
或
は
全
く
自
立
じ
て
行
動
し
た
家
兵
・
郷
黛

の
武
装
集
圏
を
率
い
る
在
地
土
豪
勢
力
、
更
に
そ
の
中
か
ら
生
長
し

流
民
そ
の
他
を
召
募
招
誘
し
て
手
兵
を
組
織
し
た
軍
閥
勢
力
等
の
私

的
軍
事
力
で
あ
っ
た
。
嘗
時
に
於
け
る
軍
事
穫
の
付
輿
と
統
制
と
の
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問
題
は
先
皐
の
業
績
に
加
え
て
更
に
別
個
の
専
論
を
組
む
必
要
の
あ

る
大
問
題
で
あ
る
が
、
将
軍
・
・
都
督
職
の
常
置
化
は
一
一
回
か
ら
す
れ

ば
中
央
差
命
軍
帥
の
地
方
布
置
を
、通
じ
て
天
下
の
兵
柄
を
統
御
す
る

筈
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
反
面
そ
れ
ら
軍
職
が
各
々
濁
立
じ
て
授
興

さ
れ
一
元
的
統
轄
鐙
制
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
黙
に
於
て
既
に
権
力

分
散
の
可
能
性
を
字
ん
で
い
た
。
而
し
て
こ
れ
を
遁
じ
て
地
方
官
は

軍
閥
化
し
、
文
軍
閥
化
せ
る
地
方
長
官
や
自
立
軍
帥
の
賓
力
承
認
の

上
に
立
つ
て
の
み
庚
大
な
地
域
に

E
る
支
配
権
を
組
織
し
え
た
閤
家

は
、
む
し
ろ
情
勢
掛
臆
策
と
し
て
軍
事
権
の
地
方
分
割
に
押
し
や
ら

れ
た
。
か
か
る
情
勢
と
制
度
機
構
の
中
で
各
種
軍
帥
の
地
位
に
坐
つ
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た
者
は
各
々
個
有
の
軍
事
的
基
礎
を
有
し
て
い
た
。
土
豪
乃
至
自
立

軍
帥
と
し
て
立
身
し
た
者
も
、
差
遣
せ
ら
れ
た
地
方
官
の
軍
閥
化
し

た
者
も
、
共
に
自
立
性
と
寄
生
性
と
の
二
面
を
有
し
た
の
で
あ
っ
て
、

彼
等
は
中
央
の
統
制
力
弱
け
れ
ば
自
立
性
を
強
化
し
官
兵
の
私
兵
化

を
推
進
し
た
が
、
逆
に
統
制
が
強
ま
れ
ば
一
臆
中
央
へ
の
恭
順
を
表

わ
し
官
僚
機
構
の
中
に
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
既
得
の
勢
力

を
安
堵
せ
ら
れ
、
更
に
抜
大
す
る
機
舎
と
便
宜
と
を
把
ま
ん
と
し
た
。

従
っ
て
繁
縛
す
る
政
情
の
下
、

一
臆
は
中
央
権
力
に
組
み
込
ま
れ
乍

ら
倫
お
濁
自
の
兵
力
を
保
持
し
て
ゆ
く
こ
と
を
重
策
し
た
。
文
官
職

上
そ
の
管
領
に
委
ね
ら
れ
た
兵
力
を
確
寅
に
掌
握
す
る
震
に
も
中
か

ら
こ
れ
を
統
御
す
る
爪
牙
を
必
要
と
し
た
。
か
く
て
彼
等
は
自
身
の

親
軍
に
そ
の
足
場
を
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
等
の
多
く
は
、
家
兵
や
宗
黛
郷
里
の
部
曲
を
核
と
し
て
、
そ
の

上
に
職
機
と
し
て
或
は
兵
戸
の
管
領
を
委
ね
ら
れ
或
は
徴
募
機
を
承

認
せ
ら
れ
、

か
か
る
官
兵
の
中
か
ら
更
に
強
幹
分
子
を
抜
擢
し
て
自

ω
 

己
の
親
軍
鍛
充
に
意
を
用
い
た
が
、
も
と
も
と
差
命
の
地
方
長
官
と

し
て
出
渡
し
た
者
に
あ
っ
て
は
先
ず
軍
籍
に
入
ら
ざ
る
側
近
嵐
官
吏

額
に
よ
っ
て
、
給
を
公
費
に
取
り
つ
つ
親
箪
の
建
設
を
行
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
又
一
方
自
立
寧
帥
に
在
つ
て
は
、
自
己
が
全
く
私
的

に
蓄
養
し
来
っ
た
親
軍
を
、
こ
れ
文
属
官
小
変
名
目
に
よ
っ
て
合
法

化
す
る
こ
と
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
少
く
と
も
将
校
ク
ラ
ス
の
親
終
に

は
こ
う
し
た
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
誤
り
な
い
。
こ
う
し
て
後

漢
末
以
来
、
閤
下
門
下
の
小
吏
優
幹
は
そ
の
内
容
に
於
て
長
官
封
小

吏
の
開
係
を
離
れ
て
も
筒
お
主
帥
と
私
的
主
従
開
係
に
結
ば
れ
た
者

を
以
て
充
た
さ
れ
、
そ
の
職
任
は
車
な
る
騒
使
趨
走
に
非
ず
し
て
身

過
護
衛
宿
直
か
ら
有
事
の
際
の
中
核
戦
闘
兵
力
と
も
な
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
文
主
帥
身
迭
の
警
衛
の
必
要
及
び
既
に
親
軍
を
保
有
す

る
も
の
の
長
官
就
任
に
よ
っ
て
、
従
来
の
僅
幹
以
外
に
直
粛
直
般
直
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閤
直
従
直
前
直
後
中
直
直
寝
直
府
防
殿
防
閤
防
門
等
の
名
に
よ
っ
て

呼
ば
れ
る
侍
衛
職
を
生
じ
、
親
信
随
身
親
随
等
と
呼
ば
れ
る
者
が
身

過
に
集
る
こ
と
と
な
っ
た
。
所
調
白
直
も
か
か
る
も
の
の

一
つ
と
し

こ
れ
ら
は
元
来
定
制
な
く
自
然
誕
生
的

て
現
れ
た
に
相
違
な
い
。

な
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
軍
職
と
も
吏
職
と
も
つ
き
難
く
、

憧
幹
の
軍
人
化
と
合
睡
し
て
兵
士
部
曲
と
も
駈
使
役
人
と
も
な
る
軍

帥
最
頼
の
爪
牙
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
て
膨
脹
し

一
方
小
吏

た
親
軍
の
中
に
は
、
上
述
の
職
任
名
層
吏
名
の
ま
ま
部
隊
編
成
を
整

え
戦
陣
の
中
核
と
な
っ
て
活
躍
す
る
者
も
現
れ
、
こ
こ
に
到
っ
て
史

乗
の
表
面
に
停
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
文
そ
の
中
か
ら
軍
功
や
親



信
関
係
に
よ
っ
て
抜
擢
推
挽
せ
ら
れ
、
正
規
の
軍
職
を
授
け
ら
れ
て

昇
進
す
る
者
が
輩
出
す
る
に
到
っ
て
、
前
記
の
職
名
遁
一
稽
も
正
史
列

俸
に
名
を
留
め
る
こ
と
に
な
っ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
自

然
護
生
的
な
遁
稿
は
次
第
に
各
軍
帥
の
下
で
常
置
の
職
名
に
轄
化
し
、

や
が
て
天
子
諸
王
の
側
近
に
在
っ
た
も
の
は
或
は
特
に
擢
で
た
地
位

待
遇
を
保
護
さ
れ
て
品
官
化
せ
ら
れ
、
或
は
皇
親
へ
の
傘
躍
の
た
め

特
に
給
賜
を
唱
わ
れ
て
園
家
制
度
の
上
に
明
確
化
さ
れ
る
に
到
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

撤
多
の
軍
閥
中
よ
り
懸
絶
し
た
力
量
を
以
て
登
極
し
た
者
は
、
嘗

然
の
こ
と
乍
ら
既
存
勢
力
の
統
治
機
構
内
へ
の
編
入
組
織
化
、
官
制

健
系
の
整
備
に
乗
り
出
す
。
そ
の
際
右
の
如
き
諸
軍
帥
の
親
吏
親
寧

に
謝
し
て
も
こ
れ
を
正
規
の
制
度
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
を
遁
じ
て

逆
に
統
制
を
及
ぼ
さ
ん
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

化
さ
れ
れ
ば
、
単
に
員
数
に
劃
し
て
規
制
を
及
ぼ
し
得
る
の
み
で
な

一
と
度
び
制
度

く
、
朝
廷
は
逆
に
中
央
よ
り
そ
の
構
成
者
を
差
遣
補
任
す
る
こ
と
を

遁
じ
て
主
帥
に
謝
す
る
中
央
の
督
察
監
視
網
た
ら
し
め
る
可
能
性
も

生
じ
て
く
る
。
先
に
史
料
に
側
し
て
検
討
し
た
所
は
す
べ
て
右
の
見

解
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
朝
廷
に
よ
っ
て
採
上
げ
ら
れ

33 

た
方
策
は
、
募
兵
一
般
に
劃
す
る
漸
進
的
制
限
の
強
化
と
軍
帥
の
官

僚
と
し
て
の
縛
任
に
際
し
膳
下
兵
力
の
自
由
な
る
随
府
を
禁
じ
て
個

人
的
統
領
開
係
を
局
限
乃
至
断
絶
す
る
こ
と
で
あ
っ
~
。
し
か
じ
親

率
の
存
在
を
制
度
化
し
て
も
そ
の
構
成
者
を
朝
廷
の
差
命
に
ま
で
切

換
え
得
る
か
否
か
、
或
は
個
人
的
身
従
閥
係
を
制
限
し
う
る
か
否
か

は
謂
わ
ば
力
関
係
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
各
軍
帥
が
自
己
の
家
兵

そ
の
他
を
充
て
る
こ
と
を
禁
絶
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。
文
籍
兵

の
管
理
の
巌
格
化
乃
至
募
兵
一
般
に
加
え
ら
れ
る
制
肘
に
謝
し
て
も
、

軍
帥
は
嘗
時
の
制
度
に
於
て
確
保
し
て
い
た
大
巾
な
人
事
権
に
物
を

言
わ
せ
、
文
親
軍
を
定
員
外
笹
川
定
制
の
白
衣
吏
人
名
義
に
繰
入
れ
る
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こ
と
に
よ
っ
て
依
然
公
然
と
蓄
養
を
績
け
得
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

文
吏
名
に
よ
る
親
軍
が
盛
行
し
た

一
因
が
あ
る
。
か
く
て
抜
本
的
針

策
と
し
て
は
募
吏
募
客
全
般
に
劉
す
る
統
制
と
私
兵
組
織
の
核
と
な

る
べ
き
家
兵
一
-
蓄
養
の
可
能
性
を
徐
々
乍
ら
で
も
制
限
し
て
ゆ
f
v
影
占

蔭
庇
禁
止
策
の
進
展
や
、
軍
帥
の
官
僚
と
し
て
の
登
用
栄
達
を
保
誼

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
等
の
在
地
性
軍
閥
性
を
失
わ
せ
て
ゆ
く
こ
と

等
の
集
積
の
結
果
に
期
待
す
る
外
な
か

っ
た
。
而
し
て
ご
れ
ら
の
貼

は
全
一
般
的
帝
権
強
化
策
集
権
策
の
進
展
と
し
て
別
途
に
各
方
面
か
ら

考
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
代
の
州
銀
長
官
等
の
権
限
内
容

は
、
正
に
地
方
勢
力
の
賓
肢
に
掛
醸
し
こ
れ
を
組
織
化
せ
ん
と
し
て
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制
度
化
を
見
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
制
度
機
構
は
機
構
内
に

位
す
る
個
々
人
の
職
権
を
一
々
劃
然
と
限
定
す
る
よ
う
な
も
の
で
な

く
、
寧
ろ
彼
等
の
賓
力
に
よ
る
既
得
権
に
躍
じ
て
制
度
上
の
職
権
を

輿
え
て
行
っ
た
と
さ
え
云
え
る
。
賓
際
そ
の
職
に
任
ず
る
者
個
々
の

場
合
の
賓
勢
力
如
何
で
職
権
内
容
は
伸
縮
し
た
。
但
し
そ
れ
で
も
!

度
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
職
権
内
容
の
範
園
が
限
定
さ
れ
て

く
る
と
、
明
ら
か
に
そ
れ
を
逸
脱
す
る
権
力
の
行
使
に
劃
し
て
は
朝

廷
は
そ
の
非
遣
を
糾
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
結
局
は
力
関
係

に
帰
着
す
る
と
は
云
う
も
の
の
制
度
化
す
る
こ
と
が
統
制
手
段
と
し

て
意
義
を
有
し
そ
の
堆
積
が
効
果
を
現
す
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
ろ

、円ノ。

親
軍
の
職
役
人
化

も
は
や
紙
数
も
護
き
た
の
で
、
最
後
に
曾
我
部
博
士
が
指
摘
せ
ら

れ
た
親
軍
職
役
人
化
の
問
題
に
つ
い
て
一
言
し
て
結
び
と
し
た
い
。

六
典
に
一
ホ
さ
れ
た
唐
代
前
中
T
期
の
官
制
鎧
系
と
こ
れ
を
維
持
す
る

た
め
の
官
僚
に
劃
す
る
秩
旅
給
付
及
び
官
醸
の
維
持
費
運
管
費
調
達

に
つ
い
て
は
、
幾
つ
か
の
顕
著
な
特
徴
を
列
翠
で
き
る
。
そ
の
一
つ

は
、
給
付
手
段
と
し
て
目
的
税
的
収
入
や
官
業
収
入
と
共
に
、

般

に
は
一
定
の
国
土
及
び
各
役
勢
働
提
供
者
を
割
嘗
て
た
酷
で
あ
る
。

こ
の
制
度
が
惰
以
前
か
ら
の
俸
統
を
整
理
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
一
言
う
迄
も
な
い
。
今
そ
の
中
の
各
役
鉱
労
働
給
付
に
つ
い
て
云
え

ば
、
時
を
下
る
に
随
い
銭
物
に
換
算
し
て
徴
納
さ
れ
一
犀
役
に
切
換
え

ら
れ
る
等
の
獲
化
を
見
、
や
が
て
は
各
種
の
手
数
料
や
利
子
等
を
以

て
充
嘗
代
替
す
る
方
法
も
護
達
し
、
相
互
の
流
用
移
用
、
徴
収
の
便

宜
等
か
ら
漸
次
融
合
化
し
、
中
央
集
権
強
化
に
伴
っ
て
一
般
財
政
繰

入
れ
・
統
一
運
用
制
度
が
確
立
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
少
く
と
も
安
史

之
飢
以
前
に
於
て
は
事
質
上
銭
物
代
納
と
は
な
り
つ
つ
も
絡
役
貢
納
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者
の
給
付
が
重
要
な
秩
緑
及
び
官
臆
運
管
費
調
達
手
段
た
る
を
失
わ

な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
各
役
は
園
家
政
策
遺
行
の
震
の
労
働
力
徴
褒

た
る
正
役
雑
俸
と
は
直
別
せ
ら
れ
、
各
々
濁
自
の
目
的
乃
至
給
付
制
到

象
を
有
ち
、
幾
つ
か
の
系
統
に
別
た
れ
夫
々
個
有
の
名
絹
と
規
定
と

を
有
し
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
特
殊
技
能
者
を
そ
の
技
能
の
由
に
特

定
機
関
に
配
隷
せ
し
め
た
者
も
あ
っ
た
が
、
よ
り
一
般
に
載
籍
民
戸

の
丁
中
男
の
中
か
ら
僚
件
に
合
す
る
者
を
簡
差
し
配
充
し
た
も
の
が

ω
 

あ
っ
た
。
京
司
文
武
職
事
官
五
品
以
上
に
給
せ
ら
れ
た
防
閤
、
同
六

品
以
下
に
給
せ
ら
れ
た
」庶
僕
、
公
主
郡
主
牒
主
等
へ
の
邑
士
、
州
鯨

流
内
九
品
以
上
へ
の
由
直
、
同
ち
く
九
口
間
以
上
・
在
外
監
官
五
品
以



下
へ
の
執
衣
、
親
王
府
属
流
内
官
へ
の
土
力
を
始
め
、
諸
持
軍
へ

の

障
身
、
文
武
職
事
五
品
以
上
及
び
武
職
へ
の
伎
身
、
官
聴
に
劃
す
る

公
陣
白
直
雑
職
門
夫
、
梢
々
特
殊
な
も
の
と
し
て
掌
閑
幕
士
が
あ
り
、

尚
お
亭
長
粛
廊
府
史
監
門
直
長
直
屯
問
事
備
身
執
御
駕
土
門
僕
主
依

主
膳
典
食
と
か
執
万
馬
主
等
々
多
く
の
笹
役
提
供
者
乃
至
揺
役
監
督

者
が
あ
り
、
往
々
こ
れ
ら
と
漣
稿
さ
れ
る
場
合
の
多
か
っ
た
も
の
と

し
て
動
官
任
子
の
類
を
充
て
忍
特
権
的
名
春
職
的
な
親
事
帳
内
(
王

公
以
下
文
武
職
事
三
品
以
上
帯
勲
官
者
へ
)
や
折
衝
府
の
肱
帥
除
正

副
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
嘗
時
の
人
の
観
念
で
は
こ
れ
ら
を
一
括
し
内

外
職
掌
人
職
役
人
或
は
色
役
人
(
戸
)
等
と
線
稿
し
た
。
こ
れ
ら
の
中

の
径
役
的
性
格
の
も
の
特
権
的
な
も
の
雨
者
共
に
惰
以
前
に
に
そ
の

源
流
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
六
朝
に
於
て
は
爾
者
の
聞
に
明
確

な
分
化
を
生
じ
て
い
な
い
こ
と
も
看
取
せ
ら
れ
る
所
で
あ
る
。

先
に
筆
者
は
六
朝
に
於
け
る
側
近
小
吏
雑
使
人
と
親
軍
と
の
同
質

性
及
び
兵
役
雑
役
未
分
化
の
吠
態
に
つ
い
て
燭
れ
た
の
で
あ
る
が、

嘗
初
軍
府
及
び
州
郡
府
の
下
級
小
吏
雑
使
の
供
給
源
と
な
っ
た
者
に

は
、
箪
府
の
兵
籍
に
付
せ
ら
れ
た
士
家
兵
戸
の
子
弟
と
州
都
民
籍
に

付
せ
ら
れ
た
民
丁
と
が
あ
っ
た
。
文
彼
等
を
監
督
騒
使
す
べ
き
立
場
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の
者
は
属
佐
府
僚
の
末
席
を
汚
す
吏
と
し
て
寒
土
の
付
く
べ
き
下
級

吏
員
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
中
で
軍
府
に
属
す
る
者
は
最
初
何
れ
も

長
官
た
る
「
人
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
軍
府
そ
の
‘

も
の
が
固
定
せ
ず
将
軍
開
府
と
云
う

「人」

に
結
び
つ
い
た
も
の
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
兵
戸
制
の
衰
額
、
兵
戸
の
解
放
と
そ

の
民
籍
編
入
が
進
む
に
つ
れ
雑
使
人
の
供
給
源
は
一
般
民
戸
に
か
か

っ
て
く
る
。

一
方
下
級
吏
職
も
長
官
の
自
由
任
用
に
か
か
る
者
故
、

長
官
自
身
が
裳
土
動
門
に
占
め
ら
れ
る
情
勢
の
中
で
土
庶
を
問
わ
ず

親
近
有
能
者
を
選
補
す
る
に
至
り
所
謂
白
衣
従
事
白
衣
領
職
が
珍
ら

し
く
な
く
な
る
。
地
方
官
の
軍
閥
化
に
伴
っ
て
軍
府
と
州
郡
府
と
の

融
合
、
軍
府
官
の
手
中
へ

の
民
政
権
吸
収
が
起
る
と
、
彼
等
小
吏
と

- 35ー

職
役
人
と
は
上
下
の
差
は
あ
っ
た
が
合
酷
し
て
長
官
軍
帥
の
親
箪
の

母
艦
と
も
さ
れ
る
貯
水
槽
を
な
し
た
。
そ
こ
へ
朝
廷
側
の
手
に
よ
る

親
軍
の
制
度
化
、
統
制
の
強
化
が
波
及
し
て
く
る
と
、
親
箪
は
力
め

て
儀
伏
兵
化
さ
れ
、
長
官
の
身
分
に
腔
じ
て
天
子
よ
り
給
賜
さ
れ
る

も
の
と
獲
り
、
将
兵
吏
役
は
長
官
個
人
に
で
は
な
く
て
州
都
に
固
定

化
し
た
州
鎮
軍
府
署
乃
至
官
職
そ
の
も
の
に
結
び

つ
け
ら
れ
る
傾
向

を
強
め
て
き
た
。
か
く
て
長
官
の
身
分

・
官
署
の
格
に
臆
じ
て
員
数

を
給
付
せ
合
れ
、
白
身
自
民
(
王
民
編
戸
)
を
筒
抜
充
役
す
る
こ
と
を

法
認
さ
れ
た
吏
役
の
成
立
を
見
、
彼
等
は
官
民
の
中
間
に
位
す
る
雑
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色
職
掌
と
し
て
時
に
兵
と
も
な
れ
ば
雑
騎
使
に
も
任
ず
る
者
と
し
て

一
郡
の
職
役
を
構
成
し
た
。
従
役
者
は
嘗
て
兵
戸
の
少
年
を
採
用
し

た
よ
う
に
、
正
丁
た
る
を
要
せ
ず
中
男
も
採
ら
れ
た
し
、
仕
事
の
内

容
次
第
で
は
入
老
残
疾
で
も
間
に
合
っ
た
。
朝
廷
の
手

へ
の
兵
権
回

収
が
進
む
に
つ
れ
、
こ
う
し
た
存
在
は
兵
役
と
分
離
せ
ら
れ
、
就
役

者
に
射
す
る
若
干
の
優
遇
恩
躍
を
保
存
し
つ
つ
官
吏
俸

・
公
騨
運
営

手
段
の

一
部
に
編
入
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
向
じ
起
源
を

持
ち
乍
ら
天
子
諸
王
の
下
に
在
っ
た
者
は
、
早
く
か
ら
朱
衣
土
人
の

職
と
な
り
将
寧
続
授
輿
の
封
象
と
な
り
、

と
れ
を
、
遁
じ
て
品
官
化
ざ

れ
た
も
の
も
生
じ
た
。
而
し
て
将
軍
統
や
勅
口
聞
の
整
理
改
膿
を
鰹
た

後
も
、
こ
れ
ら
の
職
は
名
機
的
恩
典
的
意
味
を
も
っ
職
役
と
な
っ
て

残
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
色
役
と
い
う
概
念
の
中
に
勅
官
や
品
子
の

任
ず
る
恩
典
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
の
は
恐
ら
く
は
右
の
如
き

事
情
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
貼
の
詳
細
は
今
後
の

研
究
に
侠
ち
た
い
。

註

ω薮
林
五品
官
五
銚
掲
載
。

制
曾
我
部
静
雄
前
掲
、
演
口
重
園
「
貌
晋
南
朝
の
兵
戸
制
」
山
梨
大
事
謬
穫

象
部
紀
一
安
二
、
宮
川
向
志
「
南
北
朝
の
軍
主
除
主
成
主
等
に
つ
い
て
」
東

洋
史
研
究
一
三
巻
六
銚
(
六
朝
史
研
究
所
収
)
。

ω日
知
録
一
昨
閤
下
の
僚
参
照
。

川
開
巌
耕
望
「
漢
代
地
方
行
政
制
度
」
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
二
五
本
参
照
。

伺
中
央
朝
廷
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
南
開
円
寄
七
東
昏
侯
紀
に
は
「
唯
親
信
閤

人
及
左
右
御
刀
・
文
信
鬼
紳
:
諸
廟
雑
紳
皆
入
後
世
・
文
虚
設
佐

馬
驚
伎
千
人
:
・
:
悶
人
禁
防
預
泰
卒
、
以
刀
傷
英
勝
、
外
地
、
顧
臼
奴
反

邪、

-fr一
儀
費
、
斬
首
。

」
、
と
あ
り
簡
明
書
伝
曲
目
虎
俸
に
「
宋
明
帝
末
、

魚
直
賄
:
:
・
・
虎
訴
勲
補
防
殿
除
主
直
西
務
、
蒼
梧
成
、

明
日
虎
欲
出
外
避

難
、
週
太
租
・
・
の
留
直
衛
:
・
・
上
受
雨
脚
・
:
・
直
閤
将
軍
領
細
伏
主
。

」

一一

と
あ
り
梁
書
八
義
之
横
俸
に
「
少
好
賓
遊
重
気
侠
不
事
産
業
・
:
:
遂
輿
償

廊
数
百
人
於
有
阪
大
笹
田
堂
、
透
致
殿
積
、
太
宗
在
東
宮
、
問
而
要
之
、

以
恒
同
一
例
東
王
常
侍
直
殿
主
帥
、
遜
直
閤
将
軍
。
」
と
あ
っ
て
御
刀
禁
防
直
後

防
殿
直
賄
直
殿
の
名
が
見
え
る
他
、
嘗
時
の
宮
中
殿
閣
の
名
を
冠
せ
ら
れ

た
含
徳
主
帥
・
延
明
主
帥

・
文
徳
主
帥

・
大
徳
主
帥
等
々
が
あ
っ
た
。

而

し
て
蛍
時
築
奪
者
が
多
か

っ
た
た
め
新
山
市
は
即
位
後
在
来
の
正
規
禁
寧
と

は
別
に
自
己
の
私
規
軍
を
入
直
せ
し
め
、
か
く
て
同
じ
直
衛
軍
と
云
っ
て

も
歴
代
新
た
な
も
の
が
付
加
わ
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
直
閤
将
軍
等
に

於
て
も
前
帝
以
来
の
も
の
と
一
一
般
別
個
に
自
己
の
腹
心
の
者
を
任
命
し
た

で
あ
ろ
う
。
本
女
中
前
掲
院
佃
夫
に
直
閤
将
軍
柳
光
世
と
並
ん
で
、
官

-ω

直
閤
将
軍
宋
越
等
が
お
か
れ
た
の
も
そ
の
放
で
あ
ろ
う
。

川
則
前
註
参
照
。

開
演
口
童
図
「
晋
武
帝
紀
に
見
え
る
部
幽
仰
向
部
曲
替
と
質
任
」
東
洋
風
午
報
二

七
巻
三
鋭
参
照
。

州
問
六
九
~
太
子
左
右
衛
警
官
肌
勲
一
瑚
府
中
堅
柑
の
僚
に
も
、
北
問
問
、
併
、
叉

有
直
閤
直
前
直
後
員
、
刷
陪
左
右
衛
寧
下
有
直
間
四
人
直
寝
八
人
直
前
直

- 36ー



後
各
十
人
。
と
見
え
る
。

三

伶
例
え
ば
南
湾
書

O
焦
度
俸
に
、
品
ヰ
武
昭
明
度
気
力
弓
馬
誌
紹
人
、
帝
召
還
充

左
右
、
:
:
:
補
膏
安
王
子
助
爽
殺
除
主
、
随
鎮
江
州
、
子
財
起
兵
、
以
度

潟
穏
駿
将
軍
領
三
千
人
盛
岡
前
鋒
、
:
:
:
毎
輿
蓋
軍
戦
常
自
排
突
、
所
向
無

不
勝
、
:
:
:
朝
廷
聞
其
勇
、

。甚
憂
患
之
、
使
江
川
刺
史
王
景
文
務
降
、
度

等
師
間
部
曲
出
首
、
:
:
:
(
明
帝
)
以
度
武
勇
、
補
晋
配
山
王
務
防
闘
。
と
あ
り

蛍
初
は
差
遣
し
て
も
中
央
に
謝
し
て
よ
り
は
直
属
の
主
に
忠
誠
な
場
合
も

少
く
な
か
っ
た
が
、
梁
書
一
呂
僧
珍
俸
に
、
喜
一
王
子
隆
鋳
剣
州
刺
史
、

斉
武
以
信
珍
篤
子
隆
防
閥
、
従
之
鎖
。
と
あ
る
の
を
は
じ
め
差
遣
の
例
は

一
般
的
と
な
り
、
叉
彼
等
は
絶
え
ず
中
央
官
と
交
流
し
て
帝
檎
へ
の
忠
誠

を
つ
く
す
場
合
が
多
く
な
る
。

制
食
貨
牟
月
刊
第
五
巻
第
八
・
十
期
掲
載
。

帥
奴
は
と
も
か
く
天
子
の
客
と
も
な
れ
ば
決
し
て
賎
民
と
は
限
ら
な
い
。
又

私
奴
は
法
的
奴
鱒
身
分
と
は
限
。ら
な
い
。
念
の
た
め
一
言
し
て
お
く
。

帥
む
し
ろ
そ
の
典
型
は
親
信
の
場
合
で
あ
ろ
う
が
論
述
に
紙
幅
を
要
す
る
し
、

大
要
は
曾
我
部
博
士
が
述
ベ
て
お
ら
れ
る
の
で
今
は
割
愛
す
る
。

帥
「
唐
代
の
部
幽
と
い
ふ
言
葉
に
つ
い
て
|
付
、
随
身
|
」
山
梨
大
事
皐
慈

3干

皐
部
研
究
報
告
六
続
。

制
貨
は
こ
の
院
の
考
察
こ
そ
が
本
稿
の
主
題
に
取
っ
て
不
可
欠
な
の
で
あ
る

が
、
紙
数
の
関
係
よ
別
の
機
品
聞
に
譲
る
。
叉
そ
の
個
々
の
寅
例
は
率
ね
従

来
所
謂
部
曲
問
題
と
し
て
研
究
さ
れ
て
き
た
所
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
今

は
割
愛
す
る
。

制
南
費
甜
官
狙
署
長
王
子
耕
地
俸
に
、
隆
昌
元
年
、
選
子
懲
信
用
禁
固
江
州
刺
史
、

留
西
楚
部
曲
、
助
銀
菱
陽
、
軍
将
白
直
侠
般
自
随
。
願
達
入
朝
、
ヱ
寸
懲
謂

白
、
朝
廷
令
身
単
身
、
而
反
身
是
天
王
、
量
可
遇
爾
軽
卒
、
今
治
欲
勝
二

三
千
人
自
顔
、
公
意
何
如
。
願
達
目
、
殿
下
若
不
留
部
曲
、
使
是
大
違
勅

旨
、
其
事
不
軽
、
且
此
間
人
亦
難
可
収
用
。
子
悲
歎
然
。
と
あ
る
が
如
き

そ
の
一
例
で
あ
る
。

-
倒
潰
口
重
園
「
唐
の
爾
税
法
以
前
に
於
け
る
絡
役
傍
働
」
東
洋
事
報
二

O
巻

四
銃
一
一
一
巻
一
続
、
松
永
雅
生
「
雨
税
法
以
前
に
於
け
る
唐
伏
の
資
課
」

東
方
率
一
四
輯
。
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。
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Historical Consciousness in the Six Dynasties as Seen in the History 

Section of the Bibliography of the Sui-shu晴書

Toshio Shigezawa 

All historical records are written on the basis of the author's con-

sciousness of history. The p陀 sentwriter wi11 study the historical con・

sciousness of the Six Dynasties by analysing the character of the works in 

the Sui-shu ching-chi-chih shih-pu陪書経籍志史部

1. The importance of chronological histories， once replaced by annal 

and biography type histories， was once more recognized. It was admitted 

that chronological recording also may exactly explain the structure of 

history. 

2. The compilation of the T'ung-shih通史 byEmperor Wu武 atthe 

Liang梁 Dynastywas supported by his respect for the contemporary age. 

3. The prevalence of ch'i-chu-chu起居注， day by day records of the 

emperor's daily life， shows that the idea of preserving accurate records I 

and instruction by it had arisen. 

4. Changes in the understanding of history made it possible to write 

imaginary and fictional history which had not previously been thought to 

be the object of historical recording. 

5. The appearance of an independent shih-pu or history section in 

the-bibliography refl.ects the changes in historical recording and further in 

the consciousness of history. 

On the Bodyguards of the Warlords in the Six Dynasties 

Hideo Kikuchi 

Types of corvee in the T'ang唐 Dynasty，such as fang-ko防閤， pai-

chih白直， ch'il1-shih親事， chang-nei帳内， chang -shen伎身， sui-shen随身，

etc・， ，have their origin in the Six Dynasties. Those who were engaged. in 

this kind of corvee were at that time the entourage organized as body-
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guards for the warlords who' had the' cenfral aud local admin:istrative 
power; Theと包町etentgroup which took ove十the administrative power 

at the end of Later Han後漢 appointed.their clependents and followers 

as 0伍cialsand soldiers: . As the ages went on， the suteriority and the 

control Qf the emperor Qver .the war10rds became strorigeh As the 

result. of . this， rriany kinds' of bodyguards ~ere changed into a guard of 

honour， appointed oy the emperor and Iimited in んmber. The warlords 

tecaine the emperoi-'s bureaucrats; and their private tullowers， the office-boys_ 

Some Govemment Prohibitions in the Early Sung宋

Dynasty in Connection with the Tangut 

Seiro Okazaki 

The foundation of the Hsi-hsia西夏 Stateby Li .Chi-ch'ien'李継遷 at

the beginning of the Sung Dynasty caused a tense. situation in the north-

western frontier of China. Sung took sllch pQlicies against this phase 

as (1) prohibition of wqmen-tj.-ade; (2)印atof international rrtarriage. The 

Chinese-foreigners compound aera had been formed in thil'l region as the 

result fof the movemmt eastward of the Tangut since the msdhle of the 

T'ang Dynasty. The former prohibition was 'issued by the Simg govE;!rn-

ment mde¥these coMLtions-But manv poverty strickri Chinese were 

sold to the Tangut in spite of the government prohibitia.n. Since the 

Tangut became more active， Sung took the second policy to protect the 

Chinese from the Ta時 utand to settle the compound soti~ty. 

On γul盃msunder the S五manidsDynasty 

Keishiro Sαto 

The author wil1 Shldy the character of ruiams， especially that under 
Sam五nidsDynasty， among some kinds of servants who took _important parts. 

in western Asia 'under Islam. The rulams， as well as-being slaves， were 

servahts who could be traded for money. The Turkish. were the most 

exp，.ensive among them. The rulams were engaged in mean occupations 
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